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管理No. 放置自転車がある。なんとかして欲しい

2020/11/25
キーワード 放置自転車 盗難届

藤波
道路_公道

（どのように対応すべきか・したか、その概要）

放置自転車がある。なんとかして欲しいという要
請があった場合

交番に届け出る。車体番号から盗難車と分かった
ら引き取ってくれる。盗難届が出ていなければ、
公道上なら西部建設事務所が処理、私有地なら土
地の所有者が処理する

交番：須磨駅前交番
西部建設事務所に依頼する時の連絡先は、道路公
園110番：078-771-7498

2020/11/02から制度が変わり、「道路交番110
番」に連絡することになった。実際に対応するの
は西部建設事務所で変わりない

（小項目の説明）

（今後留意すべきこと。情報の所在、連絡先） （時間軸の流れ上での説明）
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詳細

要請に不対応 匿名の投書 ● ● ● ● 1 匿名の投書による要請 レポート
要請に不対応 権利侵害 ● ● ● ● 2 個人の権利を侵害しかねない要請 レポート
要請に不対応 自己責任課題 ● ● ● ● 3 個人の自己責任に帰することの要請 レポート
要請に不対応 仲裁・調停 ● ● ● ● 4 家族、隣家、近所、域外の人との仲裁・調停要請 レポート
要請に不対応 敷地内・境界線上 ● ● ● ● 5 個人敷地内や敷地境界線上の問題に関する要請 レポート
要請に不対応 私道 ● ● ● ● 6 私道における問題に関する要請 レポート
要請に不対応 犯罪や事故 ● ● ● ● 7 犯罪の取り締まりや事故の処理に関する要請 レポート

ごみ収集と資源回収 カラスネット ● ● ● ● ● ● 8 カラスネットを欲しい レポート
ごみ収集と資源回収 ごみ標識 ● ● ● ● ● 9 クリーンステーションの看板を交換して欲しい レポート

道路_公道 街灯切れ ● ● ● ● ● 10 道路の街灯が切れている。なんとかして欲しい レポート
道路_公道 道路破損 ● ● ● ● ● ● 11 道路が傷んでいる。なんとかして欲しい レポート
道路_公道 側溝の詰まり ● ● ● ● ● ● 12 暗渠部の側溝が詰まっている。なんとかして欲しい レポート
道路_公道 放置自転車 ● ● ● ● ● ● 13 放置自転車がある。なんとかして欲しい レポート
住環境 野生動物 ● ● ● ● ● 14 野生動物が住みついている。なんとかして欲しい レポート

ごみ収集と資源回収 清掃担当 ● ● ● ● ● 15 私ばかりがクリーンステーションを清掃している レポート
ごみ収集と資源回収 集合住宅 ● ● ● ● ● 16 集合住宅の人がクリーンステーションを掃除しない レポート
ごみ収集と資源回収 使用拒否 ● ● ● ● ● 17 クリーンステーションの使用を拒否された レポート

住環境 ねこに餌やり ● ● ● ● 18 ねこに餌をやる人がいて、注意しても無視される レポート
住環境 空き家問題 ● ● ● ● ● 19 近所に空き家があって、不用心で不安だ レポート

ごみ収集と資源回収 供与停止 ● ● ● ● ● ● 20 クリーンステーションの供与停止したいと言われた レポート
ごみ収集と資源回収 再編成 ● ● ● ● ● 21 クリーンステーション再編成を市から言われた レポート

住環境 マンション建設 ● ● ● ● ● ● ● 22 近隣でマンション建設で交渉するよう要請 レポート
安全安心 大震災への備え ● ● ● ● 23 大震災への自治会長として対応、その準備は何か レポート
安全安心 災害時要支援者 ● ● ● ● 24 災害時要支援者の避難対策の要請 レポート
道路_公道 側溝覆蓋化 ● ● ● ● ● 25 交通安全のため、側溝へ覆蓋化を促進した レポート
道路_公道 助成街灯設置 ● ● ● ● ● ● 26 私道に助成街灯を設置しようとした レポート
道路_公道 ベンチ ● ● ● ● ● ● 27 たぬき坂道にベンチを設置しようと企画した レポート
道路_公道 電柱移設 ● ● ● ● ● ● ● 28 道路の真ん中の電柱を移設して欲しいという要請 レポート
道路_公道 防犯カメラ ● ● ● ● ● 29 防犯カメラを設置して欲しいという要請 レポート
住環境 掲示板整備 ● ● ● ● ● 30 掲示板を新しいものにして欲しいという要請 レポート

ごみ収集と資源回収 ダミーカメラ ● ● ● ● ● 31 クリーンステーションへのダミーカメラ設置計画 レポート
住環境 交通難民 ● ● ● ● ● 32 のりのりバス運動への参加 レポート
体制整備 検討委員会 ● ● ● ● ● ● 33 「ようこそ関守町２丁目へ編集委員会」等での検討 レポート
分野活動 安全・安心活動 ● ● ● ● ● 34 分野課題（安全・安心活動） レポート
分野活動 住民交流活動 ● ● ● ● ● 35 分野課題（住民交流活動） レポート
分野活動 層別活動 ● ● ● ● ● 36 分野課題（層別活動） レポート
分野活動 福利・厚生・文化活動 ● ● ● ● ● 37 分野課題（福利・厚生・文化活動） レポート
分野活動 環境・衛生・緑化活動 ● ● ● ● ● 38 分野課題（環境・衛生・緑化活動） レポート
分野活動 学習・啓発活動 ● ● ● ● ● ● 39 分野課題（学習・啓発活動） レポート

行政への手続 資源回収助成 ● ● ● ● ● 40 資源回収助成申請 レポート
行政への手続 街灯助成 ● ● ● ● ● 41 街灯助成申請 レポート
行政への手続 防犯カメラ点検 ● ● ● ● ● ● ● ● 42 防犯カメラの定期点検 レポート
行政への手続 行政質問への回答 ● ● ● ● ● ● ● 43 神戸市や須磨区からのアンケートやヒアリング レポート
行政への手続 役員交代届出 ● ● ● ● ● 44 役員交代時の変更届 レポート

行事・研修会参加 西須磨防コミ ● ● ● ● ● ● ● 45 西須磨防災福祉コミュニティ行事に参加 レポート
行事・研修会参加 須磨の浦ふれまち ● ● ● ● ● ● ● 46 須磨の浦ふれあいのまちづくり協議会行事に参加 レポート
行事・研修会参加 西須磨小学校 ● ● ● ● ● 47 西須磨小学校の行事に参加 レポート
行事・研修会参加 源平夏祭り ● ● ● ● ● 48 源平夏祭りに参加 レポート
行事・研修会参加 地域コミュニティ講座 ● ● ● ● ● 49 地域コミュニティ基礎講座に参加 レポート
行事・研修会参加 集団資源回収 ● ● ● ● 50 地域集団資源回収活動優秀団体表彰式に参加 レポート
行事・研修会参加 防犯アカデミー ● ● ● ● 51 須磨区民防犯アカデミーに参加 レポート

会議開催 総会 ● ● ● ● 52 総会の開催（会議開催） レポート
会議開催 役員会議 ● ● ● ● 53 役員会議の開催（会議開催） レポート

要員確保・配置 班長選出 ● ● ● ● 54 班長選出（体制づくり） レポート
要員確保・配置 自治会役員選出 ● ● ● ● 55 自治会役員選出（体制づくり） レポート
要員確保・配置 役職の割り振り ● ● ● ● 56 役職の割り振り（体制づくり） レポート

役員役割 役割の振り分け ● ● ● ● 57 役割の割り振り レポート
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役員役割 会長・副会長 ● ● ● ● 58 会長と副会長の役割 レポート
役員役割 広報＿会報 ● ● ● ● 59 会報などの発行（広報） レポート
役員役割 広報＿ごみ出しカレンダー ● ● ● ● 60 ごみ出しカレンダーの発行（広報） レポート
役員役割 広報＿ポスター掲示 ● ● ● ● ● 61 広報ポスターなどの掲示（広報） レポート
役員役割 広報＿福祉カタログ ● ● ● ● ● 62 福祉事業カタログの回覧（広報） レポート
役員役割 広報＿データベース ● ● ● ● 63 名簿・地図などの整備（広報） レポート
役員役割 広報＿ホームページ ● ● ● ● 64 ホームページ（広報） レポート
役員役割 会計・会計監査 ● ● ● ● 65 会計・会計監査の役割 レポート
役員役割 書記 ● ● ● ● 66 書記の役割 レポート
安全安心 年末パトロール ● ● ● ● 67 年末防犯・防火パトロール レポート
体制整備 相談窓口紹介 ● ● ● ● ● 68 自治会員の悩みごと・困りごとの相談窓口紹介 レポート
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No 大項目 小項目 タイトル
事象

（小項目の説明）
対応

（どのように対応すべきか・したか、その概要）
課題

（今後留意すべきこと。情報の所在、連絡先）
顛末

（時間軸の流れ上での説明）

1 要請に不対応 匿名の投書 B1 1
匿名の投書による要請 匿名の投書があった場合（例：○○は、こんなけしからん

ことをしている。自治会長から意見して止めさせてくれ）
会報に「自治会活動は、住民相互の信頼関係に依ります。
匿名では信頼関係が結べません」と書いたうえで、匿名の
投書には対応しない

匿名の投書には、対応しないことを明言しておくとよい 2018年度に2件あった

2 要請に不対応 権利侵害 B1 2
個人の権利を侵害しかねない
要請

個人の権利を侵害しかねない要請があった場合（例：○○
さんは、子どもを甘やかしている。自治会長からしっかり
躾けるよう言ってください）

会報に「個人の権利を侵害できません。（自治）会長とし
ての発言が住民などの権利を侵害しないよう慎重に行動し
ます」と書いたうえで、対応しない

誰かへの権利侵害が発生しないか、注意深く検討するこ
と。権利侵害の恐れがある場合は、そのことをよく説明し
て関与しない

側溝の覆蓋化や生垣に関しても、私権の尊重という観点か
らも検討し、対応した

3 要請に不対応 自己責任課題 B1 3
個人の自己責任に帰すること
の要請

個人の自己責任に帰することに関する要請があった場合
（例：○○さんは夜更かしして運動もしていない。健康を
損ねるので、自治会長から注意して下さい）

会報に「自治会が関与すると、責任の一端を担うことに
なってしまいます。ひとたび関与するとどんどん拡大しま
す」と書いたうえで、対応しない

自治会の問題ではなく、個人の問題の相談を受けることが
あるが、関わるなら、自治会役員ではなく隣人としてであ
ることを明らかにしておく

個人的な相談はくる

4 要請に不対応 仲裁・調停 B1 4
家族、隣家、近所、域外の人
との仲裁・調停要請

家族、隣家、近所、域外の人との仲裁や調停に関与するよ
う要請があった場合（喧嘩している二人が、各々相手が悪
いので、注意して欲しいと頼みに来た）

会報に「どちらの言い分が正しいかを判定したり、異なる
意見の一方に加担したりすることはできません。全ての住
民に公平に接します」と書いたうえで、対応しない

裁判官になってはいけない 「あの人は、ひどい」と双方から言われたが、仲裁できな
い旨、説明したことがある

5 要請に不対応 敷地内・境界線上 B1 5
個人敷地内や敷地境界線上の
問題に関する要請

個人敷地内や敷地境界線上の問題に関する要請があった場
合（例：隣の家との塀が壊れかけているが、空家になって
いて解決できない。どうしたらよいか）

会報に「行政でも関われません。セットバックて道路とし
て使われていても個人の敷地とみなされます。敷地境界線
上の問題は私事です」と書いたうえで、対応しない

私権に関わる問題であり、自治会は関与できないことを明
確に説明する

空家との境の塀が壊れかけているという件で、相談があっ
た。連絡先を伝え、あとは関与しなかった

6 要請に不対応 私道 B1 6
私道における問題に関する要
請

私道における問題に関する要請があった場合（例：私道に
おいて勝手に花壇を作った人がいる。撤去して欲しいとい
う要請があった）

会報に「私道では、複数の人の権利が重なっています。行
政ですら関与できません。当事者間の相談で解決してくだ
さい」と書いたうえで、対応しない

そこが公道か私道かを見究める（西部建設事務所に聞けば
教えてくれる）。私道なら所有者、公道なら建設事務所。
自治会は、振り分けるだけ

私道に作られた花壇の撤去について要請があったが、対応
できない旨、説明した

7 要請に不対応 犯罪や事故 B1 7
犯罪の取り締まりや事故の処
理に関する要請

犯罪の取り締まりや事故の処理に関する要請があった場合
（例：須磨浦小学校前で起こった事故で、仲裁してほしい
と頼まれた）

会報に「警察の領域に踏み込めません、警察に届けてくだ
さい。事故は起こした人と起こされた人との間の私事で
す」と書いたうえで、対応しない

警察には、協力するが、直接的には関わらない。被害に
あった方のフォローをするか、マスコミにどう対応するか
などは、都度判断することになる

自治会地域内で殺人事件があった（2019年）。域内で起
こった交通事故で仲裁して欲しいと依頼されたことがあっ
た

8 ごみ収集と資源回収 カラスネット B2 1
カラスネットを欲しい クリーンステーションをカラスがあらして困っているの

で、カラスネットを欲しいという要請があった場合
自治会から神戸市総合コールセンターに連絡し、依頼す
る。後日、環境局須磨事業所から電話がかかって来るの
で、引き取り日時を決めて受け取りに行く

https://www.city.kobe.lg.jp/a04164/kurashi/recycle/go
mi/dashikata/karasutaisaku.html

2018,19年度には、3カ所対応した

9 ごみ収集と資源回収 ごみ標識 B2 2
クリーンステーションの看板
を交換して欲しい

クリーンステーションの看板を交換して欲しい、あるいは
新たに設置して欲しいという要請があった場合

自治会から環境局須磨事業所にクリーンステーションNoと
どのような看板（例えば燃えるごみのみ）が欲しいかを伝
える。日時を決めて引き取りに行く

環境局須磨事業所：078-731-2041 2018,19年度には、2カ所対応した。住民が直接申し入れて
実施したこともあった

10 道路_公道 街灯切れ B2 3
道路の街灯が切れている。な
んとかして欲しい

道路の街灯が切れている。なんとかして欲しいという要請
があった場合

公道上にあるものは市の管轄で、道路公園110番に電話して
交換を依頼する。私道上にあるものは自治会管轄なので、
自治会が費用負担して、手配・交換する

道路公園110番：078-771-7498 2020/11/02から制度が変わり、「道路交番110番」に連絡す
ることになった。実際に対応するのは西部建設事務所で変
わりない

11 道路_公道 道路破損 B2 4
道路が傷んでいる。なんとか
して欲しい

道路が傷んでいる。なんとかして欲しいという要請があっ
た場合

公道の場合は市の管轄で、道路公園110番に電話する。西部
建設事務所が修復する。私道の場合は所有者（複数の場合
もある）の管轄で自費で手配して修復する

道路公園110番：078-771-7498 2020/11/02から制度が変わり、「道路交番110番」に連絡す
ることになった。実際に対応するのは西部建設事務所で変
わりない

12 道路_公道 側溝の詰まり B2 5
暗渠部の側溝が詰まってい
る。なんとかして欲しい

暗渠部の側溝が詰まっている。なんとかして欲しいという
要請があった場合

道路公園110番に電話する。西部建設事務所の係員が下見に
来て、必要なら対処してくれる。一般住民でも、通りすが
りの人でも、連絡すれば対処してくれる

道路公園110番：078-771-7498 2020/11/02から制度が変わり、「道路交番110番」に連絡す
ることになった。実際に対応するのは西部建設事務所で変
わりない

13 道路_公道 放置自転車 B2 6
放置自転車がある。なんとか
して欲しい

放置自転車がある。なんとかして欲しいという要請があっ
た場合

交番に届け出る。車体番号から盗難車と分かったら引き
取ってくれる。盗難届が出ていなければ、公道上なら西部
建設事務所が処理、私有地なら土地の所有者が処理する

交番：須磨駅前交番
西部建設事務所に依頼する時の連絡先は、道路公園110番：
078-771-7498

2020/11/02から制度が変わり、「道路交番110番」に連絡す
ることになった。実際に対応するのは西部建設事務所で変
わりない

14 住環境 野生動物 B2 7
野生動物が住みついている。
なんとかして欲しい

野生動物が住みついている。なんとかして欲しいという要
請があった場合。アライグマやハクビシンなど

アライグマなどの動線が分かれば、区役所に相談すると捕
獲機を貸してくれる。捕獲できたアライグマなどは、連絡
すれば処分してくれる

区役所に相談することにより、解決を図ることができる
が、住民と自治会の役割分担が明確でない

Ｂ班でアライグマをみかけたという話を聞いたが、何もし
ていない

15 ごみ収集と資源回収 清掃担当 B3 1
私ばかりがクリーンステー
ションを清掃している

私ばかりがクリーンステーションを清掃していると不満を
言い、なんとかしてほしいという要請があった場合

基本的には、自治会として対応できない。そのクリーンス
テーションを使っている人の間で話し合って決めてもら
う。相談の中心になる人が誰か、必ずしも分からない

基本的には、そのクリーンステーションを使っている人た
ちの相談で解決してもらうが、できないとき自治会がどの
程度関与するか定かでない

2017年度に、Ｄ班、ＤＥＦ班で使っているクリーンステー
ションの掃除当番表を当時の自治会長が作成した

16 ごみ収集と資源回収 集合住宅 B3 2
集合住宅の人がクリーンス
テーションを掃除しない

集合住宅の人がクリーンステーションを掃除しないと不満
を言い、なんとかしてほしいという要請があった場合

基本的には、自治会として対応できない。管理人が職務あ
るいは好意で清掃してくれれば解決するが、契約上にク
リーンステーションの清掃が入っていないなら解決しない

管理者－管理会社－オーナーの契約関係がからみ、関係者
がみな協力を拒否するので、解決は難しい

2019年度でＤ班のマンションに関して苦情が出た。試みた
が解決できなかった

17 ごみ収集と資源回収 使用拒否 B3 3
クリーンステーションの使用
を拒否された

クリーンステーションの使用を拒否されたと不満を言い、
なんとかしてほしいという要請があった場合

基本的には、自治会として対応できない。クリーンステー
ションを使っている人間で話し合ってもらう。ただ、それ
で解決しないと深刻な問題になる

誰がどのクリーンステーションを使うのかを定めた資料が
見つからないので、水掛け論を脱しない

Ｊ班で２件問題が起こった。他のクリーステーションが受
け容れて鎮静化したが、根本的には解決していない

18 住環境 ねこに餌やり B3 4
ねこに餌をやる人がいて、注
意しても無視される

ねこに餌をやる人がいて、注意しても無視されると不満を
言い、なんとかしてほしいという要請があった場合

基本的には、自治会として対応できない。取り締まる法的
根拠がなく、愛猫家の主張が強く、有効な対策を取れな
い。市ですら、解決できない

法律上、市でも区でも解決できない。自治会の権限ででき
ることはなく、愛猫家は頑な。話し合いで解決するのは困
難

問題はあるが、自治会としては何もできていない

19 住環境 空き家問題 B3 5
近所に空き家があって、不用
心で不安だ

近所に空き家があって、不用心で不安だと言い、なんとか
してほしいという要請があった場合

基本的には、自治会として対応できない。区役所のまちづ
くり課に行けば相談に乗ってくれるが、空家所有者の権利
を侵害できないので、区役所・市役所でも解決できない

土地の所有権も、借地権も強力で、それをたてにとられる
と、何もできない。話し合いで解決するのも困難

Ｄ班の空き家に関して調査し、また、区役所も関与した
が、根本的な解決に至っていない

20 ごみ収集と資源回収 供与停止 B4 1
クリーンステーションの供与
停止したいと言われた

関守町３丁目から間借りしているクリーンステーション
で、場所を提供していた方（関守町３丁目住人）が不満を
抱き、協力停止の意向を示した

（記録：原田会長期）クリーンステーションを使わせても
らえなくなると、直ちに深刻な事態に陥る。原田会長は、
当番表を作成して輪番で清掃する体制を作り、収まった

間借りのクリーンステーションが３か所あり、再発の恐れ
はある

2017年度に発生

21 ごみ収集と資源回収 再編成 B4 2
クリーンステーション再編成
を市から言われた

分別収集が始まる10 年ほど前、桜道に捨てていた「粗ご
み」をおくクリーンステーションを自宅近くに設置しなけ
ればならなくなった

（記録：西山会長期）「私の家の前は嫌だ」という人ばか
りで、苦労したと聞いた。必ずしも班の中で見つけられ
ず、班とクリーンステーションは１対応１になっていない

今のところ、新たにそのような動きはない 10年ほど前に対処。他自治会からの間借り、班をこえた共
通利用などで、一応は収まっている

22 住環境 マンション建設 B4 3
近隣でマンション建設で交渉
するよう要請

関守町１丁目でマンション建設計画があり、関守町２丁目
住民から自治会に、交渉に参加するよう要請があった

（記録：ファーレル会長期）２丁目住民が強硬で、交渉は
難航を極めたとと聞く。話し合いの結果いくつかの譲歩を
引き出せ、有意義な交渉だった

今のところ、大規模マンション建設の動きはない ディアエスタミオ須磨関守カーサ・アル・マーレ建設時
に、自治会として関与したことがある

23 安全安心 大震災への備え B4 4
大震災への自治会長として対
応、その準備は何か

阪神・淡路大震災級の地震に再び見舞われたとき、どうす
るかという計画がなく、準備もできていない。本当に今の
ままでよいのか。

西須磨防災・福祉コミュニティの一メンバーとして参加し
てきたが、それで十分とは思えない。かといって関守町２
丁目独自の対応もできていない。目途が立っていない

重大課題だが、対応が不十分 何もできていない

24 安全安心 災害時要支援者 B4 5
災害時要支援者の避難対策の
要請

災害が発生した場合、周りの人の手助けなどの支援を必要
とする「災害時要援護者」を支援する体制ができてない

体制を作るには、支援する人を組織化しなければならない
が、目途が立っていない。現時点では、「災害時要援護
者」を組織的に支援できない

https://www.city.kobe.lg.jp/a85713/20200110020001.htm
l

何もしていない

25 道路_公道 側溝覆蓋化 B5 1
交通安全のため、側溝へ覆蓋
化を促進した

交通安全のため、側溝を逐次覆蓋化していった。須磨浦小
学校前の道で半分ぐらい、他でも覆蓋化を進めた

（記録：堂本会長・原田会長期）西部建設事務所に相談し
て、覆蓋化を進めた。費用の大部分は補助してくれるが、
自費の部分もある。関係する家の合意も当然必要である

中断状態にある。道路の状況と関係する家の意向とを考慮
しながら、今後は判断する

主として2014～2017年度に整備された

26 道路_公道 助成街灯設置 B5 2
私道に助成街灯を設置しよう
とした

年末の防犯・防火パトロールで、真っ暗な一角があること
が判明し、助成街灯を設置することにした

（記録：藤波会長期）「近隣住民全員の合意を関係する住
民が取り付けて」から設置の働きかけをした。西部建設事
務所に申請。事前相談しないと補助金が出ない

周辺住民の設置に向けての合意ができれば、対応する 2018年度に一基増設した（Ｈ班）

27 道路_公道 ベンチ B5 3
たぬき坂道にベンチを設置し
ようと企画した

たぬき坂で、ご老人が立ち止まって休んでは登っていた。
買物に行っても帰りが厳しい。「関守町が好きだが、この
ままではここに住めなくなる」と言った

（記録：藤波会長期）西部建設事務所に要望を出せば、関
係住民の合意を自治会が責任をもって取るという条件で、
設置してくれる。潮見町自治会長の協力を得て実現できた

現状、必要とするところはない 2018年度にたぬき坂に３つのベンチを新設した

28 道路_公道 電柱移設 B5 4
道路の真ん中の電柱を移設し
て欲しいという要請

関守町２丁目と３丁目の間の道路の真ん中に電信柱が取り
残されていた。そのため、道幅があるが、車が通れない。
電信柱を移設して欲しいという要請があった

（記録：原田会長期）道に接する双方の住民が、「電柱は
向こう側に立ててくれ」と主張して、調整は難航を極めた
が、どうにか合意を得られたと聞いた。

現状、必要とするところはない 2017年度に移設した
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29 道路_公道 防犯カメラ B5 5
防犯カメラを設置して欲しい
という要請

関守稲荷神社の前の道で痴漢が出現し防犯カメラを設置、
また、たぬき坂への山陽電鉄下のトンネルにも防犯カメラ
を設置することにした（潮見台町主体）

（記録：原田会長期）工事費の一部は補助金が出るので、
事前に神戸市危機管理室によく相談しながら進める。書類
作成に当たっては、業者に協力してもらったと聞いた。

https://www.city.kobe.lg.jp/a46152/bosai/crime/camera
.html

2017年度に関守稲荷神社前に、1柱2カメラを設置。同時
に、たぬき坂山陽電鉄トンネル出口にも防犯カメラを設置
したが、こちらは潮見台町自治会が管理している

30 住環境 掲示板整備 B5 6
掲示板を新しいものにして欲
しいという要請

掲示板が古くなったので、掲示板を新しいものに交換する
ことにした

（記録：原田会長期）申請すれば、補助金を出してもらえ
ると聞いた

整備されており、特に課題はない 2017年度に整備した

31 ごみ収集と資源回収 ダミーカメラ B5 7
クリーンステーションへのダ
ミーカメラ設置計画

関守町３丁目から間借りしているクリーンステーションで
不法投棄が起こらないよう、ダミーカメラを設置しようと
計画した

（記録：原田会長期）クリーンステーション場所提供者の
納得を得るため、抑止力の目的でダミーカメラを設置しよ
うとしたが、途中で任期が切れ、次期自治会に持ち越した

現状、必要とするところはない （記録：藤波会長期）前期からの引継いで、関守町３丁目
自治会長に相談して進めようとしたが、場所提供者はダ
ミーカメラ設置を望まなかったので中止した

32 住環境 交通難民 B5 8
のりのりバス運動への参加 一の谷町は坂道が多く、交通難民の問題が深刻化すること

が予想される。対策として「のりのりバス」を運行させる
計画があり、関守町２丁目も参加した

（記録：原田会長期）定期的に検討会をして、アンケート
を取ったり、相乗りタクシーを試みたが、解決の糸口が見
つからないままに検討を重ねていた

地域での取り組みが進んでいるが、関守町２丁目としては
関りが薄く、自治会としては取り組まないでよいだろう

（記録：藤波会長期）前期からの引継いで、会議に出席し
たが、調べてみると関守町２丁目にとってメリットがな
く、関守町２丁目が会費負担する意義がないので脱退した

33 体制整備 検討委員会 B5 9
「ようこそ関守町２丁目へ編
集委員会」等での検討

新たに関守町２丁目へ転入した方にごみの捨て方などを伝
えることからスタートして検討を始め、関守町を暮らしや
すい町にするための検討を継続した

（記録：藤波会長期）関守町２丁目及び近隣自治会の協力
を得て、検討を進めた。資料をまとめて総会で紹介した
が、全戸配布するには至らなかった

自治会を支援する会・西須磨との関りの中で模索する （記録：藤波会長期）翌年には「暮らしやすいまちづくり
委員会」として発展的に検討を進め、さらに2020年度には
区から助成金を得て、引き続き検討を進めている

34 分野活動 安全・安心活動 B6 1
分野課題（安全・安心活動） 大規模自治会では、専門部会を設置して活動しているとこ

ろが多いが、小規模自治会では対応困難。安全・安心活動
にどのように取り組めばよいか

大規模特に地震に対して備える必要があるが、関守町２丁
目自治会は何もできていない。準備せねばならないが、住
民を動かせないのが現実。どうすればよいか分からない

必要だが、実施できない 専門部会はない。役員を中心として、年末の防犯・防火パ
トロールは続けているが、それ以外は出来ていない

35 分野活動 住民交流活動 B6 2
分野課題（住民交流活動） 大規模自治会では、専門部会を設置して活動しているとこ

ろが多いが、小規模自治会では対応困難。住民交流にどの
ように取り組めばよいか

関守町２丁目自治会単独で実施するのは難しいだろう。ふ
れあいのまちづくり協議会のイベントに参加するよう会報
等で働きかけたが、反応は鈍かった

必要だが、実施できない 専門部会はない。2019年度までは、ふれあいのまちづくり
協議会の日帰り研修の参加に助成金をつけてきたが、2020
年度から廃止した

36 分野活動 層別活動 B6 3
分野課題（層別活動） 大規模自治会では、専門部会を設置して活動しているとこ

ろが多いが、小規模自治会では対応困難。層別活動にどの
ように取り組めばよいか

婦人会、子供会、老人会などを展開している自治会も多い
が、関守町２丁目自治会は何もしていない。地域に知り合
いを作り、地域に馴染む契機を作れていないのが現状

地域の婦人会、子供会、老人会に参加してもらえばよく、
自治会としては取り組まなくてもよいのではないか

専門部会はない。何もしていない

37 分野活動 福利・厚生・文化活動 B6 4
分野課題（福利・厚生・文化
活動）

大規模自治会では、専門部会を設置して活動しているとこ
ろが多いが、小規模自治会では対応困難。福利・厚生・文
化活動にどのように取り組めばよいか

高齢者や幼少者や障害者などを支え合い、豊かな日常生活
を送れる地域にするには、福祉・厚生・文化の活動も必要
だが、そのためにどうすればよいか見えていない

優先度は低いだろう 専門部会はない。慶弔見舞金の制度はある（敬老祝い、出
産祝い、御香典）

38 分野活動 環境・衛生・緑化活動 B6 5
分野課題（環境・衛生・緑化
活動）

大規模自治会では、専門部会を設置して活動しているとこ
ろが多いが、小規模自治会では対応困難。環境・衛生・緑
化活動にどのように取り組めばよいか

町内一斉清掃や緑化活動をしている自治会も多いが、関守
町２丁目自治会は何もしていない。実施しようと誘って
も、参加してくれる人はなかなか集まらないだろう

優先度は低いだろう 専門部会はない。何もしていない

39 分野活動 学習・啓発活動 B6 6
分野課題（学習・啓発活動） 大規模自治会では、専門部会を設置して活動しているとこ

ろが多いが、小規模自治会では対応困難。学習・啓発にど
のように取り組めばよいか

神戸市の出前講座の制度でごみ問題と防災問題の講座を開
催したが、参加者が少なかった。役に立ちそうな、ふれあ
いのまちづくり協議会の行事への参加を呼びかける

必要に応じて、出前講座などの制度を利用して、開催すれ
ばよい。その時の自治会の判断

専門部会はない。2018年度には、ごみ、防災の出前講座を
開催したが、参加が悪く、それ以降は開催していない

40 行政への手続 資源回収助成 A1 1
資源回収助成申請 資源回収の助成金をもらうために年２回申請を行う。な

お、助成は、「回収業者支払」と「活動助成金」の二本立
てで、これは後者に関する手続き

年に２回、会長宛に資源回収助成申請の案内が届く。貴重
な収入源なので、忘れず提出する。説明書通り書類を作成
する。月に２回現金と共に届けられる伝票が必要

https://www.city.kobe.lg.jp/a36643/kurashi/recycle/go
mi/dashikata/shudankaishu/katudoujouhou/josei.html

現在は、毎月の資源回収量を、自治会ホームページで開示
し、回収量増加を図っている

41 行政への手続 街灯助成 A1 2
街灯助成申請 街灯の助成金をもらうために年１回申請を行う。維持管理

費（電気料金・電球代等）は毎年助成を受け、灯具や支柱
を新設したときは別口で助成を受ける

年に１回、会長宛に街灯助成申請の案内が届く。貴重な収
入源なので、忘れずに提出する。説明書通り資料を作成す
る

https://www.city.kobe.lg.jp/a69673/kurashi/access/roa
d/gaitou/index.html

2019年度に一基新設した（Ｈ班）

42 行政への手続 防犯カメラ点検 A1 3
防犯カメラの定期点検 義務付けられている防犯カメラの定期点検を、年１回行

う。警察から要請があったら協力する（随時）
年に１回、自主的に検査を行う。点検方法を示したマニュ
アルがある。また、警察から要請があったら協力する。そ
れ以外は、プライバシー保護のため、画面は見ない

https://www.city.kobe.lg.jp/a46152/bosai/crime/camera
.html

2017年度に関守稲荷神社前に、1柱2カメラを設置。2020年
度に１度、警察の要請で、画像確認に協力した

43 行政への手続 行政質問への回答 A1 4
神戸市や須磨区からのアン
ケートやヒアリング

神戸市や須磨区からアンケートやヒアリングの要請があっ
たときには、協力する（随時）

随時、要請があったら協力する。なお、任期の２年間に要
請がないこともある

要請があったら協力する。特に課題は無い 2018年度は「お住まいの地域のようすと神戸市内地域組織
基礎調査」（神戸市）に協力、2019年度は須磨区役所から
のヒアリングに協力した

44 行政への手続 役員交代届出 A1 5
役員交代時の変更届 役員が交代になったときに、必要な届け出をする（２年に

１回）
２年に１回、役員が交代した時に届け出る。自治会・管理
組合の代表者等変更届を提出する。また、西須磨小学校に
（電話で）連絡する

https://www.city.kobe.lg.jp/a56164/kurashi/activate/s
upport/jichikai/henkoutodoke.html

須磨離宮公園のチラシの送付先は、電話（078-732-6688）
で変更してくれる

45 行事・研修会参加 西須磨防コミ A2 1
西須磨防災福祉コミュニティ
行事に参加

西須磨防災福祉コミュニティ行事に参加 総会、研修会、大会、1.17を忘れない、などの行事があ
る。防災は大切なことであるが、一自治会単独でできるこ
とは限られている。できるだけ参加するとよい

関守町２丁目の年末防犯・防火パトロールに協力していた
だいている

現在は消極的な参加（声を掛けられたら参加する）に留
まっている

46 行事・研修会参加 須磨の浦ふれまち A2 2
須磨の浦ふれあいのまちづく
り協議会行事に参加

須磨の浦ふれあいのまちづくり協議会行事に参加 日帰り研修旅行、落語会、健康講座、敬老の集い、クリス
マスの集いなどの行事がある。自治会単独ではできないの
で、良い機会。住民に参加を呼びかけるとよい

関守町2丁目単独では難しい交流の場を設けていただいてい
るが、関守町２丁目からの参加は少ない

関守町２丁目では、2019年度までは「親睦研修バスツアー
参加者」に助成していたが、2020年度には中止した

47 行事・研修会参加 西須磨小学校 A2 3
西須磨小学校の行事に参加 西須磨小学校の行事に参加 入学式、体育会、音楽会、卒業式などの案内がくる。地域

団体として、できるだけ参加するのが好ましい。なお、学
校だより「しおかぜ」が会長宛に定期的に届けられる

熱心に案内を送ってくれて、参加すると喜ばれるので、で
きるだけ参加するのが好ましい

代々、会長が参加することが多かったようである

48 行事・研修会参加 源平夏祭り A2 4
源平夏祭りに参加 源平夏祭りに参加 例年８月に、西須磨小学校　アリーナ・校庭で開催され

る。催し物が多数あり、多くの子供が参加。なお、関守町
２丁目自治会は、人的協力はしてないが、寄付している

子供たちや父兄、近隣からの参加が多く、地域を感じるよ
い機会であり、参加することがこのましい

2016,17年度会長は、催し物の開催側として協力していた

49 行事・研修会参加 地域コミュニティ講座 A2 5
地域コミュニティ基礎講座に
参加

地域コミュニティ基礎講座（新任自治会役員研修、続コ
ミュニティ基礎講座）に参加

自治会運営の参考になる講義や情報交換があるので、参加
するとよい。新任役員を対象とした新任自治会役員研修
と、トピックスを取り上げた続コミュニティ基礎講座

平日の昼間に開催されるので、働いている人は参加しにく
い

2018,19年度は参加した。自治会とは何かを整理できるとと
もに、他の自治会の様子を垣間見ることができた

50 行事・研修会参加 集団資源回収 A2 6
地域集団資源回収活動優秀団
体表彰式に参加

地域集団資源回収活動優秀団体表彰式に参加 表彰式の後に、講演・研修会があり、資源回収について学
ぶ機会になるので、出席するとよい

平日の昼間に開催されるので、働いている人は参加しにく
い

2018,19年度は参加した。資源回収に関する情報が得られた

51 行事・研修会参加 防犯アカデミー A2 7
須磨区民防犯アカデミーに参
加

須磨区民防犯アカデミーに参加 防犯について学ぶ機会になるので、参加するとよい。過去
の例では、４日間。参加には地域防犯リーダーの推薦が必
要だが、自治会長は自己推薦で参加できる

平日の昼間に開催されるので、働いている人は参加しにく
い

2018年度に会長が受講した

52 会議開催 総会 A3 1
総会の開催（会議開催） 自治会規約により、年１回の総会開催が義務付けられてい

る。必要があれば、臨時総会を開催する
最近では、４月第二日曜日に、須磨の浦地域福祉センター
で開催することが多い。内容については、自治会規約第１
１条［総会の開催］に規定されている

やむを得ないことだが、総会開催に多くの時間が割かれる 2020年度は、コロナ禍のため、紙面総会とした

53 会議開催 役員会議 A3 2
役員会議の開催（会議開催） 規約で開催を義務付けられているわけではないが、目安と

して月１回あるいは二か月に一回開催する
情報共有、意見交換、自治会としての意思決定のため、定
期的に開催する必要があるだろう。須磨の浦地域福祉セン
ターで開催することが多かった

6人の役員のそれぞれの都合があるので、平日昼間か、平日
夜か、土日か、調整するのが難しい

2018年度は月１度のペース、2019,20年度は２カ月に１度の
開催

54 要員確保・配置 班長選出 A4 1
班長選出（体制づくり） 自治会規約により、年１回班長を選出する 12月に現班長に新班長を指名するよう依頼した（期限は翌

月２月末）。誰を選ぶかは、現班長に一任し、自治会は口
出しをしない方がよい

だいたいは、自主的に決めてくれるが、「誰に頼んだらよ
いか分からない」と相談を受けたことがあった

アドバイスを求められて、「これまでは、この順で回って
いた」と伝えたところ、「自治会長があなたを指名した」
と言われて困ったことがある

55 要員確保・配置 自治会役員選出 A4 2
自治会役員選出（体制づく
り）

自治会規約により、２年に１回自治会役員を選出する いつも難航する。自治会規約では、輪番制となっている
が、実際はそうはなっていない。また、再任を妨げない規
定になっているが、２年連続して役員になっていない

班長は輪番制で、だいたいは班の中で話し合って決めてく
れる。役員も輪番制にできれば、スムーズになると思われ
る

自治規約に示されている区分から各１人選出したかった
が、全くできなかった。班の人数にバラツキがあるという
問題もあるが、班の再編成は難しい

56 要員確保・配置 役職の割り振り A4 3
役職の割り振り（体制づく
り）

「会長のほか副会長、広報、会計、書記、会計監査」（役
職）は、「会長は役員会の互選とする。また、その他の担
当も同様とする」（規約第8条第2項）

新任の６人が決まった時点で、役職は決まっていない。新
役員が一堂に会した機会に、役職を決める。傾向として
は、一番決まりにくいのが会長、次が会計のようだ

新役員候補をお願いする時「会長にならなくてよいなら役
員を引き受けてもよい」という人が多いが、自治会規約に
よりそのような約束はできない

決まってはいないが、６人の新役員のうち、男性が会長に
なるケースが多かった

57 役員役割 役割の振り分け A5 1
役割の割り振り 広報、会計、書記、会計監査の役割は大体決まり、「その

他は会長と副会長」とすると、会長・副会長の負担が大き
くなる

技量が必要な、会報編集、ごみ出しカレンダー作成、名簿
の更新、防犯カメラ点検などは、役職でなく人で決めると
よい

技量を持ち合わせていない人ばかりが役員になる事態に備
えて、外部から支援する仕組みを作っておくことが望まし
い

現実的には、負担の偏在をみつつ、必ずしも役職にこだわ
らず、調整・協力していくことが好ましい

58 役員役割 会長・副会長 A5 2
会長と副会長の役割 「会長は本会を代表し会務を総括して本会の運営に当た

る」「副会長は会長を補佐し、会長の事故ある時は会長に
代わり本会の運営にあたる」（第10条）

総会の開催準備・運営は会長が中心になって進める。その
他の役割をできるだけ分散しておかないと、負担が会長に
集中する

「広報、会計、書記、会計監査の役割」以外にあるものを
明確化し、できるだけ分散することにより、会長への負担
集中を緩和できる

どうしても会長の負担が重くなりがちで、それ故、役割の
割り振りの時に、誰が会長になるかで紛糾することが多い
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59 役員役割 広報＿会報 A5 3
会報などの発行（広報） 会報の原稿、コピー、配布（年に２～６回程度）、その他

随時お知らせ
会報の発行回数、形式やページ数は定まっておらず、自治
会役員が交代するごとに変わってきた。過去の事例を参考
にしつつ、自由に決めてよい

特に、会報を誰が（会長 or 副会長 or 広報 or 書記）中
心になって作るかを決めておく。技量が必要なので、役職
だけでは決められない

期により、会報の年間発行数にばらつきが多いが、それで
よいのではないか。会報だけでなく回覧や資料の全戸配布
でも報せることができる

60 役員役割
広報＿ごみ出しカレン

ダー
A5 4

ごみ出しカレンダーの発行
（広報）

ごみ出しカレンダーの作成、コピー、全戸配布、掲示（年
３回：前期・後期・年末年始）

前期と後期は、全戸配布用と掲示板用（パウチ加工）の２
種類を作成。いずれもExcelで簡単に作れるようにしてい
る。自治会を支援する会が有料で請け負うことも検討中

ごみカレンダーの作成も、技能（Excelを使える）がある人
に担当してもらうのが好ましい

少なくとも最近３期はほぼ同じ様式を継承している。現在
は、１日の曜日を指定すれば、スケジュールが自動的に組
まれるようになっている

61 役員役割 広報＿ポスター掲示 A5 5
広報ポスターなどの掲示（広
報）

「市からの広報ポスター（毎月）」などの掲示 月に１回神戸市から２種類、各４枚のポスターが送られて
くる。３か所の掲示板に貼り、１部は自治会を支援する会
でホームページに掲載している

何を言いたいかよくわからないポスターや、必要をあまり
感じないポスターもある（自治会の課題ではない）

最近は丁寧にビニール掛けして、雨で破れたりしているの
を見かけなくなった

62 役員役割 広報＿福祉カタログ A5 6
福祉事業カタログの回覧（広
報）

「兵庫県身体障害者福祉事業、カタログ販売」などの回覧 年に３回（？）、１１部がカタログで送ってくる。班ごと
に回覧でまわす

最後まで回っていないのではないかと思うが、よくわから
ない。最終班長に戻るようにして、班長から報告を受ける
と把握できる（そこまでするか？）

どの程度買っているのか把握できないが、買っている人も
いるみたいだ

63 役員役割 広報＿データベース A5 7
名簿・地図などの整備（広
報）

会員名簿・地図の維持・回覧票の作成・更新 会員名簿・名簿の維持、回覧票を作成てできるよう、Excel
で組んでいる。転入・転出があるごとに、データを更新。
自治会を支援する会が有料で請け負うことも検討中

会員名簿・地図の更新なども誰が担当するかを決めてお
く。技量が必要。かなり複雑になっているので、引き継ぐ
のは難しい

変更があったときにこまめなデータ更新することが大切だ
が、どの程度できているかは不明

64 役員役割 広報＿ホームページ A5 8
ホームページ（広報） ホームページからの発信とシステム改良 2018年度から関守町２丁目のホームページの運用を始めて

いる。自治会のホームページの開設から運用に到るまで自
治会を支援する会が有料で請け負うことも検討中

関守町２丁目のホームページ（google-bloger）から、支援
する会のホームページ（WordPress）に移管しようとしてい
る

2018年度は「ようこそ関守町へ編集委員会」、2019年度は
「暮らしやすいまち委員会」、2020年度は「自治会を支援
する会・西須磨」がニュースを流している

65 役員役割 会計・会計監査 A5 9
会計・会計監査の役割 ①収入処理、②支出処理、③お金の管理、④会計報告・会

計監査報告・予算計画を作成して総会で報告
年間収支約20万円程度の予算規模であり、前期の会計・会
計監査から最初教えてもらい、その真似をしていけば、大
体は、できる程度の難しさ

Excelで集計できるようにすれば、会計処理が楽になると同
時に、全体を把握しやすくなるのではないか

これまで、特に問題が起こったとは、聞いていない

66 役員役割 書記 A5 10
書記の役割 議事録の作成など 会長の指示に基づき、総会や役員会議の議事録を作成す

る。その他会報作成などを担当することもある
議事録をパソコンで作成しなければならないことはない
が、パソコンの方が便利。パソコンを使える人が少ない
と、負担が偏ることになりがち

作成された議事録を、後から閲覧しにくい状態になってい
る

67 安全安心 年末パトロール A8 1
年末防犯・防火パトロール 毎年12月28・29・30に年末防犯・防火パトロールをする。

午後9時から
例年12/28～30日に、関守神社前に集合し、年末防犯・防火
パトロールを実施している。西須磨防犯福祉コミュニティ
から拍子木をもって参加していただいている

千守町１丁目からの参加者は多いが、関守町２丁目は少な
かった。関守町３丁目・潮見台町から以前は参加していた
が、来なくなった。

何時からかは分からないが、続いている。2021年度は、役
員の参加が多く、家族の参加もあり、賑わった

68 体制整備 相談窓口紹介 A8 2
自治会員の悩みごと・困りご
との相談窓口紹介

現在は、この機能はない 将来、その役割を果たせるよう、準備を進めている。要請
があれば、自治会を支援する会が請け負える（有料）よう
にする予定

「○○については、どこに聞けば良いか、誰に聞けばよい
か」、「どのような組織があるか」リスト、「どのような
制度があるか」リストの整備が先決

今は無く、これから整備しようとしている
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類型と大項目の説明

　　４つの類型の下に、１２個の大項目があり、さらにその下に６９個の小項目があります。

類型 説明 大項目 説明 小項目

要員確
保・配置

自治会規約により、班長は毎年、役員は
２年毎に選出せねばなりません。また、
役員は互選で役職を振り分けます

班長選出(54),自治会役員選出(55),役職の割り振り(56)

役員役割 自治会規約により、会長、副会長、広
報、会計、会計監査、書記を決め、関連
する役割を果たします

役割の振り分け(57),会長・副会長(58),広報＿会報(59),広報＿ごみ出しカ
レンダー(60),広報＿ポスター掲示(61),広報＿福祉カタログ(62),広報＿
データベース(63),広報＿ホームページ(64),会計・会計監査(65),書記(66)

会議開催 年に少なくとも一回、総会を開催するこ
とが、自治会規約に規定されています。
また、定期的に役員会を開催します

総会(52),役員会議(53)

行政への
手続

助成金を貰うために申請書を作成して提
出します。防犯カメラ定期点検は都度要
請されないが義務化されています

資源回収助成(40),街灯助成(41),防犯カメラ点検(42),行政質問への回答
(43),役員交代届出(44)

行事・研
修会参加

行事・研修会などへの参加案内が来るの
で、必要に応じて参加します

西須磨防コミ(45),須磨の浦ふれまち(46),西須磨小学校(47),源平夏祭り
(48),地域コミュニティ講座(49),集団資源回収(50),防犯アカデミー(51)

要請に不
対応

自治会としてすべきでないことに対応す
ると、ややこしくなります。自治会とし
て受けるべき要請か否かを見究めます

匿名の投書(1),権利侵害(2),自己責任課題(3),仲裁・調停(4),敷地内・境
界線上(5),私道(6),犯罪・事故(7)

道路_公
道

道路に関するものは、だいたい西部建設
事務所に連絡すると解決します。私道に
ついては、行政は対応してくれません

街灯切れ(10),助成街灯設置(26),防犯カメラ(29),放置自転車(13),道路破
損(11),側溝の詰まり(12),側溝覆蓋化(25),ベンチ(27),電柱移設(28)、生
垣(69)

ごみ収集
と資源回
収

生活に密接しているが、須磨環境事業所
に連絡しても対応してくれず、対応に苦
慮することが多くあります

カラスネット(8),ごみ標識(9),清掃担当(15),集合住宅(16),使用拒否(17),
供与停止(20),再編成(21),ダミーカメラ(31)

住環境 生活に密接しているが、対応してくれる
役所が明確でなく、自治会の権限ででき
ないことが多く、対応に苦慮します

ねこに餌やり(18),野生動物(14),空き家問題(19),交通難民(32),マンショ
ン建設(22),掲示板整備(30)

安全安心 災害発生時に対応せねばならないが、で
きそうにないことが多くあります。年末
パトロールは、毎年実施してきました

年末パトロール(67),災害時要支援者(24),大震災への備え(23)

分野活動 大規模自治会は部会を作って活動してい
るが、関守町２丁目にはありません。安
全安心、住民交流活動もできていません

安全・安心活動(34),住民交流活動(35),層別活動(36),福利・厚生・文化活
動(37),環境・衛生・緑化活動(38),学習・啓発活動(39)

体制整備 2018,19年度は検討委員会を設置しまし
た。将来的には、相談窓口紹介設置が望
ましいだろうが、義務ではありません

検討委員会(33),相談窓口紹介(68)
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類型と大項目の説明（自治会機能を網羅するよう配慮）

他発的・
非定常型

自発的・
義務型
(定常型)

自発的・
任意型
(非定常型)

他発的・
定常型

　自治会役員としてしな
ければならないことで、
多くは、自治会規約など
で義務付けられていま
す。必ずしも他から要請
は来ず、時期が来たら自
発的に対応していく必要
があります

　対応が必要になったタ
イミングで、行政等から
の要請に対応します。毎
年同じような要請が来る
ものが多いです

　自治会員や自治会外の
人から要請が来ます。非
定常、すなわち、いつ、
何が要請されるかわから
ず、マニュアルを作れま
せん。自治会がすべきで
ないことも含まれている
ので、要請されたもの全
てに対応してはいけませ
ん。先ず「要請があって
も対応しない」項目に当
てはまらないか、確認し
てから対応する必要があ
ります

　他から要請されず、自
治会規約にも書かれてお
らず、自主的に取り組む
項目です。取り組むか否
かは、任意です
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大項目と小項目

数 大項目

3 要員確保・配
置

班長選出
(54)

自治会役員
選出(55)

役職の割り
振り(56)

10 役員役割 役割の振り
分け(57)

会長・副会
長(58)

広報＿会報
(59)

広報＿ごみ出し
カレンダー(60)

広報＿ポス
ター掲示(61)

広報＿福祉カ
タログ(62)

広報＿データ
ベース(63)

広報＿ホーム
ページ(64)

会計・会計
監査(65)

書記
(66)

2 会議開催 総会(52) 役員会議
(53)

5 行政への手続 資源回収助
成(40)

街灯助成
(41)

防犯カメラ
点検(42)

行政質問への回
答(43)

役員交代届出
(44)

7 行事・研修会
参加

西須磨防コ
ミ(45)

須磨の浦ふ
れまち(46)

西須磨小学
校(47)

源平夏祭り(48) 地域コミュニ
ティ講座(49)

集団資源回収
(50)

防犯アカデ
ミー(51)

7 要請に不対応 匿名の投書
(1)

権利侵害
(2)

自己責任課
題(3)

仲裁・調停(4) 敷地内・境界
線上(5)

私道(6) 犯罪・事故
(7)

10 道路_公道 街灯切れ
(10)

助成街灯設
置(26)

防犯カメラ
(29)

放置自転車(13) 道路破損(11) 側溝の詰まり
(12)

側溝覆蓋化
(25)

ベンチ(27) 電柱移設
(28)

生垣
(69)

8 ごみ収集と資
源回収

カラスネッ
ト(8)

ごみ標識
(9)

清掃担当
(15)

集合住宅(16) 使用拒否(17) 供与停止(20) 再編成(21) ダミーカメラ
(31)

6 住環境 ねこに餌や
り(18)

野生動物
(14)

空き家問題
(19)

交通難民(32) マンション建
設(22)

掲示板整備
(30)

3 安全安心 年末パト
ロール(67)

災害時要支
援者(24)

大震災への
備え(23)

6 分野活動 安全・安心
活動(34)

住民交流活
動(35)

層別活動
(36)

福利・厚生・文
化活動(37)

環境・衛生・
緑化活動(38)

学習・啓発活
動(39)

2 体制整備 検討委員会
(33)

相談窓口紹
介(68)

69 ：計
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小項目　／　最後のカッコの数字は、整理番号

大項目と小項目（自治会機能を網羅するよう配慮）


